
　

来
年
度
か
ら
の
永
和
支
所

廃
止
を
踏
ま
え
、
条
例
改
正

案
が
上
程
さ
れ
、
指
定
管
理

者
制
度
導
入
が
可
能
に
な
り

ま
し
た
。

Q　
対
象
の
公
民
館
は
。

A　
今
回
は
、
永
和
公
民
館

の
み
だ
。

Q　
大
藤
・
加
東
建
設
Ｊ
Ｖ

（
共
同
企
業
体
）が
落
札
し

た
。
入
札
参
加
条
件
は
。

A　
共
同
企
業
体
で
あ
る
こ

と
。
経
営
事
項
審
査
の
総

合
評
定
値
が
市
内
業
者
は

8
0
0
点
以
上
、
市
外
業
者

は
9
5
0
点
以
上
な
ど
の
基

準
を
設
け
た
。

Q　
工
事
途
中
で
生
じ
た
変

更
契
約
の
議
会
報
告
は
。

　

5
割
軽
減
対
象
者
を
、
加

算
額「
26
万
5
千
円
」だ
っ
た

も
の
を
「
27
万
円
」
に
、
2

割
軽
減
は
「
48
万
円
」
か
ら

「
49
万
円
」に
な
り
ま
す
。

Q　
5
割
軽
減
・
2
割
軽
減

の
新
た
な
対
象
の
人
数
は
。

収
入
の
め
や
す
は
。

A　
5
割
軽
減
は
45
人
、
2

割
軽
減
は
42
人
増
加
す
る
。

収
入
の
目
安
は
、
65
歳
以
上

の
単
身
世
帯
で
年
金
収
入
の

Q　
指
定
管
理
者
は
、
公
募

で
決
め
る
の
か
。

A　
非
公
募
を
考
え
て
い

る
。

Q　
永
和
地
区
に
は
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
も
あ

る
。
日
常
的
な
利
用
内
容
の

違
い
は
。

議
案
質
疑

◆
中
学
生
の
通
院
医
療
費

完
全
無
料
化
を
求
め
る
請

願
に
対
し
、
継
続
審
査
の

動
議
が
提
出
さ
れ
ま
し
た

　
「
一
般
質
問
で
、
す
べ
て

の
会
派
か
ら
医
療
費
無
料
化

に
前
向
き
の
質
問
が
さ
れ

た
。
議
員
間
で
討
議
し
、
議

会
と
し
て
の
方
針
を
ま
と
め

る
べ
き
だ
。
よ
っ
て
、
継
続

審
査
を
求
め
る
」
と
１
議
員

か
ら
動
議
が
提
出
さ
れ
、
３

名
の
議
員
が
賛
同
し
ま
し
た

が
、
継
続
審
査
は
成
立
し
ま

せ
ん
で
し
た
。

※
動
議
に
は
、
議
員
か
ら
提

出
さ
れ
、
大
き
く
分
け
て

①
議
案
の
修
正
に
関
す
る

修
正
動
議
②
議
会
の
進
行

の
手
続
き
に
関
す
る
手
続

的
動
議
が
あ
る
。

※
継
続
審
査
と
は
、
会
期
中

に
議
決
さ
れ
な
か
っ
た
、

も
し
く
は
し
な
か
っ
た
議

案
を
、
次
の
会
期
に
持
ち

越
す
こ
と
。

▲立田支所の解体部分

▲永和出張所の窓口

A　
永
和
公
民
館
も
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
近
い
施

設
と
な
る
が
、
違
っ
た
事
業

を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

◆ 

立
田
支
所
、
解
体
改
修
工
事
に

　

 

３
億
２
９
０
０
万
円

◆ 

国
民
健
康
保
険
税
、

　

 

低
所
得
者
の
負
担
軽
減
へ

A　
議
会
へ
の
報
告
は
随
時

し
て
い
く
。

（
賛
成
多
数
で
可
決
）

み
、
固
定
資
産
が
な
い
ケ
ー

ス
で
、
5
割
軽
減
は
所
得
額

が
75
万
円
、
2
割
軽
減
は
所

得
額
97
万
円
と
な
る
。

Q　
軽
減
者
は
全
体
で
何
人
か
。

全
加
入
者
に
対
す
る
割
合
は
。

A　
5
割
軽
減
者
が
2
6
 

3
9
人
、
2
割
軽
減
者
が

2
6
6
2
人
。
7
割
軽
減
も

含
め
た
軽
減
者
の
全
体
に
占

め
る
割
合
は
約
45
％
だ
。

（
賛
成
多
数
で
可
決
）

 
賛
成

　

永
和
公
民
館
は
、
市
民
活

動
の
場
で
あ
り
指
定
管
理
に

適
す
る
。
業
者
選
定
に
あ

た
っ
て
は
、
市
民
協
働
の
意

味
を
理
解
し
た
団
体
と
し
、

出
張
所
の
役
割
を
少
し
で
も

残
す
工
夫
を
し
て
進
め
る
こ

と
を
希
望
す
る
。

 

反
対

　

永
和
出
張
所
の
廃
止
が
関

係
す
る
指
定
管
理
者
制
度
導

入
で
あ
り
、
公
民
館
事
業
は

市
が
直
営
で
行
う
べ
き
だ
。

（
賛
成
多
数
で
可
決
）

討
論
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◆ 

永
和
公
民
館
、

　

 

指
定
管
理
者
制
度
導
入
の
準
備
は
じ
ま
る

議
論
の
中
か
ら
新
発
見


